
8広報にっこう

４月１日 日光市消費生活センター
が移転します

　４月１日（木）、日光市消費生活センターは、日光ショッピングプラザ（今市456）４
階から日光ランドマーク（今市412-1）３階に移転します。青い観覧車が目印の建物で
す。あわせて、日光市地域子育て支援センターも同フロアに移転します。

　　　　　　　�・インターネットで商品を購入したが、商品が届かない
・訪問販売で断り切れず購入してしまったが、解約したい
・定期購入をやめたいが、業者と連絡がつかない
・「これって詐欺かしら？」と不安になる電話や訪問があった

　そのようなトラブルでお悩みの場合、日光市消費生活センターまでご相談ください。月曜〜土曜日の午前10時
〜午後４時に相談を受け付けています。専門知識を持った相談員が消費生活に関する相談に無料で対応いたします。

日光市消費生活センター　☎ 0288-22-4743

新型コロナウイルスワクチン接種
市役所職員などをかたった「なりすまし」に注意 !!

ワクチン接種は無料です。予約金などをとることはありません
電話やメールで個人情報を求めることもありません

特殊詐欺撃退機器を無料で貸し出ししています
　　市では、特殊詐欺撃退機器を無料で貸し出ししています。
　�　ご自宅の電話に取り付けて使います。65歳以上の方のみでお住まいの世帯や、日中65歳以上の方だけになる
　世帯が対象で、貸与期間は６カ月、更新は１回までです。

くわしくは　生活安全課　☎�0288-21-5112　

日光市地域子育て支援センター

100円ショップ　テンオー

エスカレーター
エレベーターエレベーター

福田珠算教室福田珠算教室

パソコンスクール
ライズ

パソコンスクール
ライズ

カーブスカーブス

ルンビニー
ミュージックセンター今市

ルンビニー
ミュージックセンター今市

日光ランドマーク３階
フロアマップ
日光ランドマーク３階
フロアマップ

日光市消費生活センター

ふじかみふじかみ 波岡歯科波岡歯科
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「
イ
ベ
ン
ト
出
店
業
者
の
登
録
」

と
は
？

　
日
光
市
に
対
し
、
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
者
か

ら
市
内
の
特
産
品
を
は
じ
め
、
飲
食
物
産
品

の
試
食
・
販
売
な
ど
の
出
店
依
頼
が
あ
っ
た

際
、
出
店
業
者
の
公
平
な
選
定
を
行
う
た
め
、

ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
出
店
す
る
こ
と
に
よ
り
日

光
市
の
物
産
の
振
興
、
市
内
事
業
者
の
販
路

開
拓
な
ど
に
寄
与
す
る
た
め
、
市
は
出
店
を

希
望
す
る
業
者
の
登
録
を
行
い
ま
す
。

　
登
録
業
者
の
方
に
は
日
光
市
に
出
店
依
頼

の
あ
っ
た
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
メ
ー
ル
で
お
届

け
し
ま
す
。
日
光
市
の
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
を

生
か
し
、
市
外
の
お
客
さ
ま
へ
の
Ｐ
Ｒ
・
販

路
拡
大
に
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
出
店
依
頼
が
あ
る
の
は
、
姉
妹
・

友
好
都
市
の
イ
ベ
ン
ト
や
、
東
京
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
タ
ウ
ン
ソ
ラ
マ
チ
に
あ
る
県
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
で
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
す
。

イ
ベ
ン
ト
出
店
業
者
の
登
録
を
受
け
付
け
ま
す

く
わ
し
く
は　
商
工
課　
☎
 ０
２
８
８（
21
）５
１
３
６
・
FAX（
21
）５
１
２
１

メールshoko@
city.nikko.lg.jp

　
登
録
対
象
者
は
？

　
市
内
で
「
飲
食
品（
ま
た
は
物
産
品
）の
製

造
業
」「
小
売
業
」「
飲
食
業
」
を
営
む
事
業

者
が
対
象
で
す
。
※
そ
の
他
に
も
条
件
が
あ

り
ま
す
の
で
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い

　
登
録
費
用
は
？

　
登
録
は
無
料
で
す
が
、
参
加
す
る
イ
ベ
ン

ト
に
よ
っ
て
は
出
店
料
が
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
登
録
方
法
は
？

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
「
イ
ベ
ン
ト
出
店

登
録
票
」
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
問
合
先
へ
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
、
ま
た

は
内
容
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す（
詳
し
く
は
各
イ
ベ
ン
ト
の
募
集

要
項
ま
た
は
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

市ホームページ
「イベント出店
業者登録」
QR コード

日光市立地適正化計画に基づく届出制度が始まります
くわしくは　都市計画課　都市計画係　☎�0288-21-5102

　立地適正化計画とは
　平成26年の「都市再生特別措置法」改正により創設された制度です。人口減少や少子・高齢社会にあっても、
鉄道やバスなどの公共交通を利用しやすく、また、その周辺に生活に必要な施設などを集め、市民の生活やまちの
活力の拠点となる市街地を維持し、暮らしやすく持続可能なまちづくりを進めるための計画です。

　計画の概要
　主な市街地に居住を誘導する「居住誘導区域」と日常生活に必要な都市機能（福祉、子育て支援、商業、医療、
金融など）を誘導する「都市機能誘導区域」を定め、それらの誘導
を支援することでコンパクトシティを推進します。

　事前の届け出が必要となります
　都市機能（誘導施設として定める施設）や居住施設について一定
規模以上の開発・建築を行う場合は事前に届け出が必要です。

　計画の期間
　計画の期間は令和３年度〜令和22年度（20年間）です。　
※�パンフレットや届け出に関する内容は、問合先窓口または市ホー
ムページでご確認ください 誘導区域のイメージ図
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